
我が国では、⾼度経済成⻑期に集中的に整備された公共施設等の⽼朽化が進⾏
し、⼤規模改修や建替えといった施設の更新時期を迎えようとしています。同時
に社会構造の変⾰期に当たり、公共施設等への市⺠ニーズが⼤きく変化していく
ことが予測されます。⼀⽅で、少⼦⾼齢化に対する扶助費の割合が増⼤してお
り、今後も⽣産年齢⼈⼝の減少に伴う税収不⾜が懸念されます。

そのため、国や地⽅公共団体は公共施設等の全体の状況を把握し、⻑期的な視
点をもって更新・統廃合・⻑寿命化などを計画的に⾏うことにより、財政負担を
軽減・平準化するとともに公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっ
ています。

栗東市公共施設等総合管理計画（案） 概要版

はじめに

2．本市の公共施設を取り巻く現状と今後の⾒通し

●本市の将来⼈⼝は平成57年度まで増加傾向を
⽰しますが、その後緩やかに減少に転じると
予測されています。

●扶助費を含む義務的経費は平成21年度の急増
以降、⼀定額で推移しています。

●平成18年度以降は新規事業を極⼒抑制してい
ることから、投資的経費の歳出に占める割合
は減少傾向にあります。

●本市の公共施設は⾼度経済成⻑期終盤と平成
10年代の複数の時期に集中的に整備されてい
ます。

●新耐震基準が施⾏された昭和56年6⽉以降に建
設された施設は、総延床⾯積の65%を占めて
います。

●本市の公共施設は築30年以上の施設が総延床
⾯積の約45%を占めています。

●平成27年4⽉現在、本市の⼈⼝⼀⼈当たりの公
共施設の延床⾯積は、全国及び滋賀県内の市
町と⽐較すると平均的な⽔準となっています
が、全国の類似団体※の中では⾼い値となって
います。

※ 類型区分：「⼀般市Ⅱ-1」のうち、平成の⼤合併を⾏ってい
ない団体

約45%の公共施設が築30年以上経過

一人当たりの延床面積は 3.33㎡/人

平成57年度まで人口増加

超高齢社会へ

●⽼年⼈⼝の割合は増加を続け、40年後の平成
67年度には総⼈⼝の約23.4％に達すると予測
されています。

4．今後の課題
左記の現状と今後の⾒通しを踏まえ、本市が抱え

る公共施設等の管理に関する課題について次のよう
に整理します。
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未だ耐震化が施されて
いない施設について早急
に対応する必要がある。

年齢構成の⼤幅な変化
が想定されるため、変化
する市⺠ニーズへ対応し
た施設運営が求められる。

今後30年間は⼤規模改
修や建替えが集中し、財
政的な負担が懸念される。

⽣産年齢⼈⼝の減少が
⾒込まれていることから、
今後は⼤幅な税収増は⾒
込めない。

⾼齢者に関わる扶助費
がより⼀層増⼤すること
が想定されるため、投資
的経費の削減は避けられ
ない。

施設の更新費⽤を削減
する必要がある。

今後20年間の更新費⽤
は推計平均額を⼤幅に上
回るため、早期対応によ
る平準化が困難である。

平均額を超過する更新
費⽤は、財源確保の対策
を検討する必要がある。

＜建築年度別整備延床⾯積＞
※延床⾯積50㎡以上の棟について集計
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学校・市役所の
集中的な建設

芸術⽂化会館（さきら）

環境センター

昭和56年5⽉以前
（旧耐震）35％ 昭和56年6⽉以降（新耐震）65％

H26  H11 H17  S48  S56  

老朽化の進行

人口増加と超高齢社会への転換

厳しい財政状況と将来の見通し

3．公共施設等に係る将来の更新費⽤

公共施設
⾏政系施設 ⼦育て⽀援施設
市⺠⽂化系施設 保健・福祉施設
社会教育系施設 公営住宅
スポーツ・
レクリエーション系施設

供給処理施設

産業系施設 その他
学校教育系施設 上⽔道施設
施設数：145
総延床⾯積：224,284.35 ㎡

インフラ資産

道路 実延⻑ 366,250 m
⾯積 2,124,008 ㎡

橋梁 実延⻑ 2,169 m
⾯積 13,149 ㎡

上⽔道 実延⻑ 377,433 m

下⽔道 実延⻑ 259,943 m

公園 ⾯積 222,037 ㎡

計画期間
平成28〜67年度までの40年

計画の対象施設
市所有のすべての公共施設等

本市では、施設の⽼朽化や⾼齢化に
伴う市⺠ニーズの変化等が⾒込まれる
他、財政⾯は厳しい状況が続いていま
す。公共施設等を市⺠の皆様に安全・
安⼼に利⽤いただけるよう、本市を取
り巻く現状や将来の⾒通し・課題を把
握・分析し、「公共施設等総合管理計
画」を策定します。

1．計画策定の⽬的

総務省が提供する「公共施設等更新費⽤試算ソフト」を⽤い、本市の公共
施設等を今後40年間維持するために必要となる更新費⽤※を試算しました。
※更新費⽤：施設の⼤規模改修と建替えに係る費⽤
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＜本市の歳出決済額の推移＞→
地⽅財政状況調査結果を基に作成
上・下⽔道は公営企業会計
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将来の更新費⽤の試算 年平均 約22.3億円 従来⽐ 1.73倍
【試算条件】⼤規模改修（30年）、建替え（60年）

総額 892.8億円
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公 共 施 設 等

●本計画では、対象とする市所有のすべ
ての公共施設等を、右図の様に「公
共施設（12分類）」と「インフラ資
産（5分類）」に分類しています。

公共施設の試算結果
●「公共施設」については、施設の⻑寿命化を図ることで年平

均費⽤を従来の約1.14倍に抑えることが可能となり、財政
⾯への負担が軽減されます。

年平均 約14.7億円 従来⽐ 1.14倍
【試算条件】⼤規模改修（40年）、建替え（80年）

総額 588.6億円
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⻑寿命化した場合

●「インフラ資産」については、更新費⽤が年平均費⽤を超過
する時期が⾒込まれることから、計画的な平準化を図る必要
があります。

※過去平均は、過去
10年間の決算統
計より算出

※上・下⽔道は公営
企業会計

インフラ資産の試算結果
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道路更新費⽤
橋梁更新費⽤
上⽔道更新費⽤
下⽔道更新費⽤

過去平均 20.6億円

推計平均 20.9億円

将来の更新費⽤の試算 年平均 約20.9億円 従来⽐ 1.01倍

H28  H38  H48  H58  H67  

＜⼈⼝推移及び将来推計＞
平成22年度以前：国勢調査結果
平成27年度：栗東市⼈⼝データ（４⽉１⽇時点）
平成32年度以降：市⼈⼝ビジョン
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7．基本的な⽅針

栗東市 総務部 総務課 ⽤地管理室

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺⼀丁⽬13番33号
電話：（代表）077-553-1234 （直通）077-551-0103 ホームページ：http://www.city.ritto.shiga.jp/

公共施設に関する原則

施設総量の適正化1

施設の長寿命化の推進と将来更新費用の縮減2

効率的かつ効果的な施設の更新・整備3

インフラ資産に関する原則

長寿命化の推進によるライフサイクルコストの縮減1

新たなニーズへの対応2

PDCAサイクルによる継続的な管理と定期的な取り組みの見直し3

5．基本⽬標

現状の公共施設の総延床⾯積を上限としながら
施設の⻑寿命化及び施設総量の適正化を図ります

現在保有する公共施設の延床⾯積を上限とし、既存施設を有効活⽤することで新規整備を可能な限り抑制
します。また、今後の財政状況や、市⺠ニーズが変化・⼤幅に縮⼩するものについては、施設の複合化や統
廃合による施設総量の適正化を図ります。

予防保全※による施設の⻑寿命化を図り、財政負担の平準化を進め将来更新費⽤を縮減します。
※予防保全：損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復を図る管理⼿法をいう。

施設の建替えや新規整備及び施設の運営においては、可能な限り⺠間活⼒を検討・導⼊し、費⽤対効果
の⾯から効率的かつ効果的な施設の更新・整備を図ります。

予防保全による⻑寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減します。

安全や環境保全、防災対策などの新たなニーズに対応して、効率的かつ効果的な整備・対応を推進します。

インフラ資産の計画的かつ効率的な改修・更新を進めていくため、PDCAサイクルにより管理するとと
もに、計画的に取り組みの⾒直しを⾏います。

●本市は、平成57年度までは⼈⼝増加が予測されています。また、平成の⼤合併を⾏っていないことから機能が重複
している施設が少ない状況です。このことから、今後40年間においては⼤幅な延床⾯積の削減は困難です。

●⽇常的な維持管理経費の削減や⻑寿命化の推進と平準化による更新費⽤の削減等が重要な課題となります。

以上より、本計画における基本⽬標を次のように設定します。

6．フォローアップの実施⽅針
本計画を推進していくためには、本市の中で本計画の

趣旨を周知するとともに、公共施設等を所管する部署が
本計画を踏まえて個別施設計画や⻑寿命化計画を⽴案し
て、着実に本計画の実現を図っていく必要があります。

＜ＰＤＣＡサイクルイメージ＞

庁内の横断的な体制の構築を検討

PDCAサイクルにより⽇常業務の中で公共ファシリ
ティマネジメントを定着させる

本計画の趣旨や内容について、議会・市⺠に理解を
得られるよう、本計画を「広報りっとう」、本市
「ホームページ」等に掲載し周知を図る
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本市における公共施設等の現状や課題を踏まえ、本計画策定についての基本的な⽅針を次のように整理します。

8．施設類型別の基本的な⽅針

施設類型 今後の基本的な⽅針（抜粋）

道路
計画的に道路の維持修繕を実施していきます。
⽣活道路では、既存道路の修繕等により適正な維持管理を図り、緊急輸送路に指定された道路について、路⾯や法⾯
の点検・修繕などを図ります。

橋梁 「栗東市橋梁⻑寿命化計画」と整合を図りながら従来の損傷が⼤きくなってから補修を⾏う事後保全型の修繕から、
損傷が⼩さいうちに計画的に補修を⾏う予防保全型の修繕に切り替え、維持管理していきます。

上・下⽔道 「上⽔道」は、⽼朽管の更新など、浄⽔・配⽔施設の整備と適正管理に努めます。
「下⽔道」は、管路・ポンプ場施設の耐震化を図り、適正な維持管理に努めます。

公園 今後、効率的な維持管理、遊具の安全確保などの課題を計画的に推進するため、管理の基本となる公園管理台帳の整
備に取り組みます。

●本市が所有する公共施設（145施設）とインフラ資産について、施設類型別の基本⽅針を次のように整理します。
●施設類型別の具体的な実施内容については、この実施⽅針や既存の⻑寿命化計画などとの整合を図りながら個別施

設計画等で取り決めていきます。

公共施設

インフラ資産

施設類型 施設例 今後の基本的な⽅針（抜粋）

⾏政系施設 市役所 予防保全型対策に転換し、今後も適正に維持管理・運営していきます。

市⺠⽂化系施設 芸術⽂化会館（さきら）
コミュニティセンター

施設の安全性を確保するための適正な維持・管理をしていきます。
今後の利⽤動向やニーズを踏まえた⻑寿命化を計画的に実施します。
施設の安全の確保や⻑寿命化を図るため、予防保全型対策に転換します。

社会教育系施設 図書館
歴史⺠俗博物館 施設の安全の確保や⻑寿命化を図るため、予防保全型対策に転換します。

スポーツ・
レクリエーション
系施設

市⺠体育館
森林体験交流センター

運営、管理コストの削減や設備における省エネ対策を検討します。
施設の安全の確保や⻑寿命化を図るため、予防保全型対策に転換します。

産業系施設 農林業技術センター 施設の安全の確保や⻑寿命化を図るため予防保全型対策に転換します。
運営、管理コストの削減や設備における省エネ対策を検討します。

学校教育系施設 ⼩学校
学校給⾷共同調理場

予防保全型対策による施設の計画的な改善・維持補修や時代の変化に対応した教育
環境の整備に努めます。
児童・⽣徒数の増減に対応した施設整備による適正な教育環境の確保を推進します。
また、空き教室が⽣じた場合、他の機能との連携等、有効活⽤の検討をします。

⼦育て⽀援施設 幼稚園、保育園 安全の確保や⻑寿命化を図るため、予防保全型対策に転換し、計画的な施設改善・
維持補修による環境の整備に努めます。

保健・福祉施設 保健センター
⽼⼈福祉センター

現状機能と規模の維持に努めます。
施設の安全の確保や⻑寿命化を図るため、予防保全型による維持管理に転換します。

公営住宅 市営住宅 安全性や快適性の向上を図ります。
予防保全的な維持管理や修繕計画の⽴案につなげ、耐久性の向上を図ります。

供給処理施設 環境センター 施設の更新にあたっては、ライフサイクルコストの縮減、サービスの向上、省エネ
の推進に努めます。

その他
駐⾞場
旧中央公⺠館
旧住⺠憩の家

利⽤者数が少ない施設については、市⺠ニーズを踏まえ適正配置を図ります。また、
より効率的な管理運営を検討し、耐久性、維持管理の容易性などを踏まえ、ライフ
サイクルコストの削減に努めます。
⽼朽化により閉鎖した施設は、倒壊等の危険や治安⾯、防災⾯、景観⾯から、早急
の取り壊しを実施します。

上⽔道施設 ⽔源地
加圧ポンプ場

⽔源地や配⽔池・ポンプ場の更新・耐震化など、浄⽔・配⽔施設の整備と適正管理
に努め、また、⽔源の保全・整備による⾃⼰⽔の安定確保に努めます。


